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本計画は、志賀原子力発電所（以下「発電所」という。）で原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第

156 号、以下「原災法」という。）に定める原子力災害が発生した場合おいて、住民等の被ばくをできるだ

け低減するために、輪島市（以下「市」という。）が、原子力災害対策重点区域外への広域避難を行うなど

の避難等の防護対策を実施することについて、「石川県地域防災計画 原子力防災計画編」及び「市地域防災

計画 原子力災害対策編」の「防護対策」の事項も踏まえ、避難等の措置の実施にあたり必要となる基本的

事項を定めたものである。 

 

第１章   防護対策の目的及び基本的考え方 

１ 目  的 

  発電所で原災法に定める原子力災害が発生した場合には、住民等の被ばくをできるだけ低減するため、

避難等の防護対策を実施する。 

 

２ 基本的考え方 

  発電所における原子力災害により放出された放射性物質の通過による被ばくとしては、大気中の放射性

物質による外部被ばく及び放射性物質の吸入による内部被ばく並びに地表に沈着した放射性物質による外

部被ばく及び放射性物質を含んだ飲食物の経口摂取による内部被ばくがあり、これらの被ばくを低減する

ため、次の点に留意する 

 (1) 外部被ばくに関しては、 

   ア 放射線源からできるだけ距離を隔てること。 

   イ 放射線を遮へいすること。 

   ウ 放射線の被ばく時間を短くすること。 

 

 (2) 内部被ばくに関しては、 

   ア 放射性物質で汚染された空気を吸入しないこと。  

   イ 放射性物質で汚染された飲食物を経口摂取しないこと。 
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第２章 避難等の基準 

１ 原子力災害対策重点区域の範囲 

 本市において、原子力災害対策重点区域の範囲については、原子力災害対策指針（以下「災害対

策指針」という。）において示される目安を踏まえ、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 緊急時活動レベル（ＥＡＬ）による避難基準 （ＰＡＺ（おおむね５㎞）圏内の避難基準） 

    災害対策指針に基づき、発電所の状況に応じて決定された緊急事態区分及び緊急時活動レベル（Ｅ

ＡＬ）により、避難の指示等を行う又は国から避難の指示等が行われる。 

 ① 警戒事態（ＡＬ）の段階：原子力規制委員会初動マニュアル中の特別警戒事象 

        ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等） 

  ② 施設敷地緊急事態（ＳＥ）の段階：原災法 10条の通報基準 

    ＰＡＺ内の住民等の避難準備及び施設敷地緊急事態要避難者の避難を実施 

 ③ 全面緊急事態（ＧＥ）の段階：原災法 15条の内閣総理大臣の原子力緊急事態宣言の基準 

        ＰＡＺ内の住民の避難を実施 

＜ＰＡＺ（Precautionary Action Zone）＞ 

  予防的防護措置を準備する区域; 発電所からおおむね半径５ｋｍ以内 

放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、緊急時活動レベル（EAL：Emergency Action 

Level）に基づき、直ちに避難を実施する等放射性物質の環境への放出前の段階から予防的に防護措

置を準備する区域 

＜ＵＰＺ：Urgent Protective action Planning Zone＞ 

  緊急防護措置を準備する区域; 発電所からおおむね半径３０ｋｍ以内 

確率的影響のリスクを最小限に抑えるため、ＥＡＬ及び緊急時モニタリングの結果等を踏まえた

運用上の介入レベル（OIL：Operational Intervention Level）に基づき、緊急防護措置を準備する

区域  

発電所からおおむね半径３０㎞以内の区域 
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緊急事態区分及び発電所におけるEALの内容 

警戒事態を判断する基準 
緊急事態区分にお

ける防護の概要 

１．原子炉停止機能異常のおそれ※１ 

 原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉信号が発信され、その状態が一定時間継続された場合において

、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できない場合、又は原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉制御室か

らの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができない場合、若しくは停止したことを確認することができない場合。 

２．原子炉冷却材の漏えい※１ 

 原子炉の運転中に保安規定（規制法第４３条の３の２４に規定する保安規定をいう。以下同じ）で定められた数値を超える

原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できない場合、又は原子炉の運転中に非常用炉心

冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却剤の漏えいが発生した場合。 

３．原子炉給水機能の喪失※１ 

 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合。 

４．原子炉除熱機能の一部喪失※１ 

 原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去

する機能の一部が喪失した場合。 

５．非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ※１ 

 非常用交流母線が１となった場合において当該非常用母線に電気を供給する電源が１となる状態が１５分間以上継続した

場合、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止した場合、又は外部電源喪失が３時間以上継続した場合。 

６．停止中の原子炉冷却機能の一部喪失※１ 

 原子炉の停止中に当該原子炉容器内の水位が水位低設定値まで低下した場合。 

７．使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ※１ 

 使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下した場合。 

  使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（旧基準炉）※２ 

 使用済燃料貯蔵プールの水位を維持できない場合、又は当該貯蔵プールの水位を一定時間以上測定できない場合 

８．単一障壁の喪失又は喪失のおそれ※１ 

 燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがある場合、又は、燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁

が喪失した場合。 

９．原子炉制御室他の機能喪失のおそれ※１ 

 中央制御室及び中央制御室外操作盤室（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規

制委員会第６号）第３８条第４項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子

力規制委員会第１０号）第３７条第４項に規定する装置が施設された室をいう。以下同じ。）からの原子炉の運転や制御に影

響を及ぼす可能性が生じた場合。 

10．所内外通信連絡機能の一部喪失※１ 

 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失した

場合。 

11．重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ※１ 

 重要区域（命令第２条第２項第８号に規定する重要区域をいう。）において、火災又は溢水が発生し、同号に規定する安全

上重要な構築物、系統又は機器（以下「安全機器等」という。）の機能の一部が喪失するおそれがある場合。 

12．外的な事象による原子力施設への影響 

・志賀町において、震度６弱以上の地震が発生した場合。 

・志賀町沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。 

・オンサイト統括が警戒を必要と認める原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。 

・当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等）１。 

・その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など委員長又は委員長

代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。 

 

 ※１：規制法第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合した場合に適用する。 

 ※２：規制法第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合していない場合に適用する。  体制構築や情報収集を行い、住民

防護のための準備を開始する。 

体制構築や情報収集を

行い、住民防護のため

の準備を開始する。 

※北陸電力が原子力事業者防災業務計画で定めている基準である。 
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施設敷地緊急事態を判断する基準 
緊急事態区分にお

ける防護の概要 

1．敷地境界付近での放射線量の上昇 

（1）モニタリングポストの１つ又は２つ以上において、５μSv/ｈ以上のガンマ線の放射線量が検出された場合（ただし、落雷

時の検出又は排気筒モニタ及びエリアモニタリング設備並びにそれぞれの検出された数値に異常が認められない場合であって

５μSv/ｈ以上となっている原因を直ちに原子力規制委員会に報告する場合は除く）。 

（2）全てのモニタリングポストのガンマ線の放射線量が５μSv/ｈを下回っている場合において、モニタリングポストの１つ又

は２つ以上において、ガンマ線の放射線量が１μSv/ｈ以上である場合は、モニタリングポストのガンマ線の放射線量と可搬式

測定器による中性子線の放射線量とを合計し、５μSv/ｈ以上となった場合。 

２．通常放出部分での気体放射性物質の放出又は液体放射性物質の放出 

 発電所に起因する放射性物質の濃度が敷地等境界付近に達した場合に５μSv/ｈ以上の放射線量に相当する放射性物質が、排

気筒、排水口その他これらに類する場所において１０分間以上継続して検出された場合。 

３．火災爆発等による管理区域外での放射線の放出又は放射性物質の放出 

 管理区域外の場所（排気筒、排水口その他これらに類する場所を除く。）において、火災、爆発その他これらに類する事象の

発生の祭に、５０μSv/ｈ以上の放射線量が１０分間以上継続して検出された場合、又は５μSv/ｈの放射線量に相当する放射性

物質が検出された場合。 

 なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、

その状況に鑑み、上記の放射線量の水準又は放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、当該放射線量又は放

射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。 

４．施設内（原子炉外）臨界事故のおそれ 

 原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除く。）において、核燃料物質の形状による管理、質量による管

理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨海状態の発生の蓋然性が高い状態にある場合。 

５．原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能※１ 

 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装

置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並びにこれらと同等の機能を有する設備（以下「非常用炉心冷却装置等」という。）のう

ち当該原子炉へ高圧又は低圧で注入するもののいずれかによる注水が直ちに出来ない場合。 

６．原子炉注水機能喪失のおそれ※１ 

 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で

注水するものによる注水が直ちにできない場合。 

７．残留熱除去機能の喪失※１ 

 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系に係る装置及びこれと同等の

機能を有する設備（以下「残留熱除去系装置等」という。）により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できない場合。 

８．非常用交流電圧母線の30分間以上喪失※１ 

 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分以上継続した場合。 

９．直流電源の部分喪失※１ 

 非常用直流母線が１となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が１となる状態が５分間以上継続した場合。 

10．停止中の原子炉冷却機能の喪失※１ 

 原子炉の停止中に原子炉圧力容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。）が作動する水

位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置による注水ができない場合。 

11．使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失※１ 

 使用済燃料貯蔵槽プールの水位を維持できない場合又は当該貯蔵プールの水位を維持できていないおそれがある場合におい

て、当該貯蔵プールの水位を測定できない場合。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失（旧基準炉）※２ 

 使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの水位まで低下した場合 

12．格納容器健全性喪失のおそれ※１ 

 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えた

場合。 

13．２つの障壁の喪失又は喪失のおそれ※１ 

 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷

却系の障壁が喪失するおそれがある場合、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合にお

いて原子炉格納容器の障壁が喪失した場合。 

14．原子炉圧力容器圧力逃がし装置の使用※１ 

 原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。）の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納

容器圧力逃がし装置を使用した場合。 

15．原子炉制御室他の一部の機能喪失・警報喪失※１ 

 中央制御室及び中央制御室外操作盤室の環境が悪化することにより、原子炉の制御に支障が生じた場合、又は原子炉若しくは

使用済燃料貯蔵プールに異常が発生した場合において、中央制御室に設置する原子炉及びその附属施設（以下「原子炉施設」と

いう。）の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失した場合。 

16．所内外通信連絡機能の全ての喪失※１ 

 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失した場

合。 

17．火災・溢水による安全機能の一部喪失※１ 

  火災又は溢水が発生し、命令第２条第２項第８号に規定する安全上重要な構築物、系統又は機器（以下「安全機器等」という

。）の機能の一部が喪失した場合。 

18．防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生※１ 

 その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業

所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の

一部の実施を開始する必要がある事象が発生した場合。 

 

 

ＰＡＺ内の住民等の

避難準備、及び早期

に実施が必要な住民

避難等の防護措置を

行う。 
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19．事業所外運搬での放射線量率の上昇又は放射性物質の漏えい 

（1）火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器から１ｍ離れた場所において、１００

μSv/ｈ以上の放射線量が検出された場合。なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難で

ある場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、当該放射線量の水準が検出さ

れたものとみなす。 

（2）火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器から放射性物質が漏えいした場合又は

漏えいの蓋然性が高い状態である場合（Ｌ型、ＩＰ－１型を除く）。 

 ※１：規制法第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合した場合に適用する。 

 ※２：規制法第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合していない場合に適用する。 

※北陸電力が原子力事業者防災業務計画で定めている基準である。 
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全面緊急事態を判断する基準 
緊急事態区分にお

ける防護の概要 

１．敷地境界付近での放射線量の上昇 

 モニタリングポストの1つにおいて、５μSv/ｈ以上のガンマ線の放射線量が１０分以上継続して検出された場合、又は２つ以

上において、５μSv/ｈ以上のガンマ線の放射線量が検出された場合（ただし、落雷時の検出又は排気筒モニタ及びエリアモニ

タリング設備並びにそれぞれ検出された数値に異常が認められない場合であって５μSv/ｈ以上となっている原因を直ちに原子

力規制委員会に報告する場合は除く）。 

２．通常放出経路での気体放射性物質の放出又は液体放射性物質の放出 

 発電所に起因する放射性物質の濃度が敷地等境界付近に達した場合に５μSv/ｈ以上の放射線量に相当する放射性物質（規則

第５条で定められた基準以上の放射性物質）が、排気筒、排水口その他これらに類する場において１０分間以上継続して検出さ

れた場合。 

３．火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出又は放射性物質の異常放出 

 管理区域外の場所（排気筒、排水口その他これらに類する場所を除く。）おいて、火災、爆発その他これらに類する事象の発

生の際に、５μSv/ｈ以上の放射線量が１０分間以上継続して検出された場合、又は５００μSv/ｈ以上の放射線量に相当する放

射性物質が検出された場合。 

 なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合あって、そ

の状況に鑑み、上記の放射線量の水準又は放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、当該放射線量又は放射

性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。 

４．施設内（原子炉外）での臨界事故 

 原子炉の運転等のための施設の内部原子炉の本体の内部を除く。）において、核燃料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応

が継続している状態をいう。）にある場合。 

５．全ての原子炉停止操作の失敗※１ 

 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができない場合又は停止したことを確

認することができない場合。 

６．原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能※１ 

 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用の炉

心冷却装置等による注水が直ちにできない場合。 

７．原子炉注水機能の喪失※１ 

 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちに

できない場合。 

８．残留熱除去機能喪失後の圧力抑制機能喪失※１ 

 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系装置等によって当該原子炉か

ら残留熱を直ちに除去できないときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失した場合。 

９．全非常用交流高圧母線の１時間以上喪失※１ 

 全ての非常用交流高圧母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以上継続した場合。 

10．全直流電源の５分間以上喪失※１ 

 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が５分間以上継続した場合。 

11．炉心損傷の検出 

 炉心の損傷を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知した場合。 

12．停止中の原子炉冷却機能の完全喪失※１ 

 原子炉の停止中に原子炉圧力容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。）が作動する水

位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができない場合。 

13．使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出※１ 

 使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの水位まで低下した場合、又は当該水位まで低下

しているおそれがある場合において、当該貯蔵プールの水位を測定できない場合。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失（旧基準炉）※２ 

 使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下した場合 

14．格納容器圧力の異常上昇 

 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達した場合。 

15．２つの障壁喪失及び１つの障壁の喪失又は喪失のおそれ※１ 

 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがある場合。 

16．原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失※１ 

 中央制御室及び中央制御室外操作盤室が使用できなくなることにより、中央制御室からの原子炉を停止する機能及び冷温停止

状態を維持する機能が喪失した場合、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生した場合において、中央制御室に

設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失した場合。 

17．住民の避難を開始する必要がある事象発生 

 その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業

所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生した場合。 

18．事業所外運搬での放射線量率の異常上昇又は放射性物質の異常漏えい 

（1）火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器から１ｍ離れた場所において、１０μS

v/ｈ以上の放射線量が検出された場合。なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である

場合であって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、当該放射線量の水準が検出された

ものとみなす。 

（2）火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器から省令第４条定められた量の放射性

物質が漏えいした場合又は漏えいの蓋然性が高い状態である場合（ＩＰ型を除く）。 

 

 ※１：規制法第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合した場合に適用する。 

 ※２：規制法第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合していない場合に適用する 

 ＰＡＺ内の住民避

難等の防護措置を行

うとともに、ＵＰＺ

及び必要に応じてそ

れ以遠の周辺地域に

おいて、放射性物質

放出後の防護措置実

施に備えた準備を開

始する。放射性物質

放出後は、計測され

る空間放射線量率な

どに基づく防護措置

を実施する。 

 ※北陸電力が原子力事業者防災業務計画で定めている基準である。 
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３ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の基準による避難 （ＵＰＺ（おおむね５㎞～３０㎞）圏内の避難基準） 

    災害対策指針に基づき、緊急時モニタリングの結果を運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の基準に照ら

し、国から避難の指示等が行われることとなっている。 

 

ＯＩＬと防護措置の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、緊急事態区分やＯＩＬに基づき県や市がとるべき措置については次頁に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準の種類 基準の概要 防護措置の概要

ＯＩＬ １

地表面からの放射
線、再浮遊した放射
性物質の吸入、不注
意な経口摂取による
被ばく影響を防止す
るため、住民等を数
時間内に避難や屋内
退避等させるための
基準

数時間内を目途に
区域を特定し、避難
を実施する
（移動が困難な者
の一時退避を含
む）

早
期
防
護
基
準

ＯＩＬ ２

地表面からの放射
線、再浮遊した放射
性物質の吸入、不注
意な経口摂取による
被ばく影響を防止す
るため、地域生産物
の摂取を制限すると
ともに、住民等を１週
間程度内に一時移転
させるための基準

1日内を目途に区
域を特定し、地域生
産物の摂取を制限
するとともに、1週間
程度内に一時移転
を実施する

緊
急
防
護
措
置

ＯＩＬ ４

不注意な経口摂取、
皮膚汚染からの外部
被ばくを防止するた
め、除染を講じるため
の基準

避難基準に基づい
て避難した避難者
等をスクリーニング
して、基準を超える
際は迅速に除染す
る

初期値

５００μＳｖ/ｈ
（地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率）

緊急時モニタリングにより得られた空間放射
線量率（１時間値）が基準値を超えた場合に、

防護措置の実施が必要であると判断する

β線：４０，０００ cpm
β線：１３，０００ cpm　　（1ヶ月後の値）

（皮膚から数ｃｍでの検出器の計測数）

２０ μＳｖ/ｈ
（地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率）

緊急時モニタリングにより得られた空間放射
線量率（１時間値）が基準値を超えてから起算

して概ね１日が経過した時点での空間放射
線量率（１時間値）が基準値を超えた場合に、

防護措置の実施が必要であると判断する
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緊急事態区分、ＯＩＬに基づき県や市町がとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運用上の介入

レベル 
ＯＩＬ 

ＯＩＬ１ ＯＩＬ４ ＯＩＬ２ 

範囲  即時避難 除染実施 一時待避 

ＰＡＺ圏内 

（5㎞内）におけ

る対応 

 

― 

 

 

― 

 

 

― 

 

ＵＰＺ圏内(30

㎞内)における

対応 

 

・避難の実施 

 

・避難退域時検査及び簡易除染の

実施 

・一時移転の実施 

ＵＰＺ圏外(30

㎞外)における

対応 
・避難者の受入 

 

・避難退域時検査及び簡易除染の

協力 

 

・一時移転の受入 

 

警戒レベル 緊急事態区分 

範囲  警戒事態段階 

警戒事態（ＡＬ） 

防護準備段階 

施設敷地緊急事態（ＳＥ） 

防護実施段階 

全面緊急事態（ＧＥ） 

ＰＡＺ圏内 

(5㎞内)におけ

る対応 

・要配慮者等の避難準備 

（避難先、輸送手段の確保等） 

・要配慮者等の避難実施 

・住民の避難準備 

（避難先、輸送手段の確保等） 
・住民の避難の実施 

ＵＰＺ圏内(30

㎞内)における

対応 

 

― 

 

・屋内退避準備 ・屋内退避を実施 

ＵＰＺ圏外(30

㎞外)における

対応 

・要配慮者等の避難準備への協力 

（避難先、輸送手段の確保等） 

・要配慮者等の避難等受入 

・避難準備への協力 

（避難先、輸送手段の確保等） 

・避難者の受入 
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第３章 防護対策の決定 

１ 決定事項の伝達 

 (1) 内閣総理大臣等の避難の指示等 

    内閣総理大臣又は国の原子力災害対策本部長は、原子力緊急事態宣言を発出した場合は、知事（石

川県災害対策本部長）、志賀町、七尾市、輪島市、穴水町、中能登町、羽咋市、宝達志水町及びか

ほく市の長（以下「関係市町長」という。）に対し、住民等の避難のための立ち退き又は屋内への

退避の指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示することとなっている。 

 

 (2) 市長による避難の指示等 

  ア 市長は、内閣総理大臣等の指示があった場合には、直ちに住民等に対して避難指示を行う。 

  イ 市長は、特定事象等の推移に応じ、直ちに住民等に避難等の必要があると認める場合は、原子

力防災専門官、国派遣の専門家又は国の原子力災害現地対策本部長の指導・助言を得て、県本部

長と協議の上、直ちに住民等に対して避難の指示等を行うとともに、直ちに原子力防災専門官又

は国の原子力災害現地対策本部長、消防長及び警察署長に連絡する。 

    また、今後の事故進展も考慮に入れたうえで、今後、避難等に協力を求めると想定される防災

関係機関についても連絡を行う。 

  ウ 市長は、避難等の指示を行った場合は、防災行政無線、広報車、緊急速報メール、インターネ

ット等あらゆる情報通信媒体により迅速かつ的確に情報の提供及び指示内容の伝達を行うとと

もに、必要に応じて、県に対しテレビ、ラジオ等の報道機関に対する緊急警報放送の実施につい

て要請する。 

  エ 原子力災害等の発生により市が全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合、県本

部長は、市長に代わって避難の指示等に関する措置の全部又は一部を行うものとする。 

   

２ 防災関係機関への通知 

(1) 県本部長は、内閣総理大臣等から避難の指示等があったとき、又は市長が避難等の措置を取った 

 ときは、速やかに公共輸送機関の長、陸上自衛隊中部方面総監及び第 14 普通科連隊長、第九管区 

 海上保安本部及び関係する海上保安部長その他の防災関係機関の長に通知し、協力を要請する。  

(2) 市長は、防護対策の対象となる範囲や人数、対象地域での防護対策実施に関する責任者等の 

 情報については、自ら又は県や合同対策協議会を通じて情報提供を行う。 
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第４章 防災業務関係者の防護措置 

１ 防護対策活動実施前 

(1) 屋内退避、コンクリート屋内退避又は避難の誘導、救出、警備等に従事する防災業務従事者の防 

  護については、必要に応じ次の防護資機材を着用又は所持の上、業務に当たる。  

                  防護資機材 
 

防 護 服（防護手袋、防護帽、防護靴等を含む。） 

防護マスク 

個人線量計 

防災対策地区の地図 

その他必要な資機材 

(2) 市は、防護資機材の補充、追加配備の必要性に関して、県と協議の上、他からの融通、追加 

購入について対応する。 

  (3) 市は、防災対策の拠点施設を設け、防災業務関係者の被ばく管理が行える体制を整備する。 

 

２ 防災業務関係者の被ばく管理 

 (1) 防災業務関係者の被ばく管理は、原則として、国、県及び市並びに防災関係機関がそ   

  れぞれ責任をもって行う。 

 (2) 防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、放射線業務従事者に対する線量限度を参考とす 

  るが、防災活動に係る被ばく線量をできる限り少なくする努力が必要である。 

 (3) 防災関係機関は、必要に応じて安定ヨウ素剤を予防服用させるほか、後日、ホールボディカ 

  ウンターによる内部被ばく測定を行うこと等が必要である。 

 (4) 市は、防災業務関係者の被ばく管理として以下のような対応を徹底する。 

  ① 身体汚染の防護のための防護服や手袋等の着用 

  ② 被ばく線量管理用のための線量計の装備 

 (5) 防災業務管理者は、外部被ばくを軽減するため以下の点に留意して活動すること。 

  ① 遮へい物による放射線影響の軽減 

  ② 放射線源から離れることによる放射線影響の軽減 

  ③ 作業時間の短縮による放射線影響の軽減 

 (6) 防災業務管理者は、内部被ばくを軽減するため以下の点に留意して活動すること。 

  ① マスクや呼吸保護具を用いた放射性物質の吸入摂取防護 

② 汚染飲食物や汚染区域での飲食禁止などの経口摂取防護 

  ③ 防護衣やゴム手袋の着用による放射性物質の皮膚や創傷吸収の防護 
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放射線業務従事者に対する線量限度 
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 第５章  広報及び指示、伝達 

 

１ 広報及び指示、伝達の実施 

  市長は県本部長とともに、報道機関等の防災関係機関との緊密な連携のもと、迅速かつ的確な広報

を行い、住民等の適切な行動の確保と混乱の防止を図るとともに、電話使用の自粛など災害対策の円

滑な実施に対する協力を求める。また、防災業務関係者に対しては、広報事項を周知させる。 

  なお、広報の実施にあたっては、防災行政無線、広報車、緊急速報メール、インターネット等あら

ゆる情報通信媒体により迅速かつ的確に情報の提供及び指示内容の伝達を行うとともに、必要に応じ

て、県に対しテレビ、ラジオ等の報道機関に対する緊急警報放送の実施について要請する。 

 

  広報の実施に当たっては、次の事項に留意する。 

   (1) 事実を伝えること。 

    (2) 正確に伝えること。 

    (3) 簡潔に伝えること。 

    (4) 明瞭に伝えること。 

    (5) 必要な事項は省略せずに伝えること。 

    (6) 最新の情報であること。 

    (7) あいまいな情報は慎むこと。 

    (8) 礼儀正しく伝えること。 

    (9) 繰り返し行うこと。 

 

２ 広報事項 

  広報事項は、おおむね次のとおりとする。 

   (1) 事故が生じた施設名、事故の発生日時及び事故の概要 

   (2) 災害の状況と今後の予測 

   (3) 発電所における対策状況 

   (4) 国、県、市及び防災関係機関の対策状況 

   (5) 区域別又は地区（集落）別の住民等のとるべき行動についての指示 

   (6) 屋内退避、コンクリート屋内退避又は避難の措置を実施する緊急事態応急対策実施区域 

   (7) その他必要と認める事項 
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 第６章  屋内退避 

 

 屋内退避は、避難の指示等が行われるまでや、避難又は一時移転が困難な場合に行うものである。 

 特に、病院や社会福祉施設等においては、搬送に伴うリスクを勘案すると、早急に避難することが適

当ではなく、搬送先の受入準備が整うまで、一時的に施設等に屋内退避を続けることが有効な放射線防

護措置であることに留意する。この場合は、一般的に遮へい効果や気密性が比較的高いコンクリート建

屋への屋内退避が有効である。 

 なお、市では、「剱地原子力災害防護施設」を放射線防護対策の拠点と位置づけ、原子力災害時にお

ける屋内退避施設として要配慮者等の保護を図るものとする。 

 

１ 屋内避難時の対応について 

(1) ＵＰＺ圏内の住民は、市が行う屋内退避の指示内容を踏まえ、適切に行動すること 

 (2) ＵＰＺ圏内の住民は、常に市等からの情報を受けるように努める。 

 (3) ＵＰＺ圏外の住民は、必要な場合を除き、ＵＰＺ圏に立ち入らないよう努める。 

 (4) 市は屋内退避者の把握を行い、屋内退避の長期化を考慮して、食料・飲料の調達について検討す

る。 

 (5) 市は事故の進展に備え、ＵＰＺ圏内の住民に必要な情報が伝えられるよう体制を整える。 

  (6) 市は、屋内退避が長期化する場合、定期的に各戸訪問するなどして、住民の状態を確認するとと

もに、屋内退避が継続できない住民については、ＵＰＺ圏外へ避難するなどの措置を講じる。 

２ 屋内退避の指示、伝達  

  (1) 市長は、屋内退避の指示をする場合は、防災関係機関の長にその指示内容を伝達するとともに協

力を要請し、ＵＰＺ圏内の住民等に対して屋内退避の措置を講ずる。 

  (2) 市長は、ＵＰＺ圏内の住民等に対して、防災行政無線、広報車等のあらゆる広報手段により屋内

退避を指示する。また、災害の現況、今後の予測等必要な情報及び屋内退避にかかる留意事項を広

報するとともに、テレビ、ラジオ等からの情報に留意するよう周知を図り、社会的な混乱の防止に

努める。 

 （3）市長は、ＵＰＺ圏外の住民等に対して、災害の状況等必要な情報を広報し、ＵＰＺ圏内に立ち入

らないよう指示するとともに、テレビ、ラジオ等からの情報に留意するよう周知する。 

３ 住民等への指示事項 

  市長は、屋内退避を実施するときはＵＰＺ圏内の住民等に対し、次の事項を正確かつ簡潔に伝え、

指示の徹底を図る。  

   (1) 住民等は、原則として屋内にとどまること。 

   (2) 外出中の住民等に対しては、速やかに帰宅すること。 

      なお、直ちに帰宅が困難な住民等に対しては、最寄りの公共施設に退避すること。 

   (3) すべての窓、扉等の開口部を閉鎖すること。   

   (4) すべての空調設備、換気扇等を止め、屋内への外気の流入を防止すること。  
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   (5) できるだけ窓際を離れて屋内の中央にとどまること。 

   (6) 食料品の容器にはフタ又はラップをすること。 

     なお、屋内に保管してある飲食物は摂取して差し支えないこと。 

   (7) テレビ、ラジオ及び防災行政無線等による市及び県からの指示、伝達及び災害の情報に留意す

ること。 

   (8) 電話による問い合わせは控えること。 

 

４ 屋内退避の解除 

  市長は、屋内退避を解除した場合には、次に掲げる事項について住民等に指示する。 

  (1) テレビ、ラジオ及び防災行政無線等による市及び県からの指示、伝達及び災害の情報に留意する

こと。 

  (2) 避難住民は、市が区長等を通じて配付する被災地住民等登録票に必要事項を記載し、指定する日

時までに区長等を通じて提出すること。 

  (3) 県が必要に応じて実施する健康調査等が迅速に処理できるよう協力すること。 
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 第７章 住民の避難体制 

 

１ 避難の指示、伝達  

  市長は、内閣総理大臣や県本部長から避難に関する情報連絡があり、避難指示等を発令する場合に

は、対象区域に対して防災行政無線、広報車、ＣＡＴＶ、ホームページ、緊急速報メール等のあら

ゆる広報手段により速やかに住民広報を行い、住民避難等を実施する。あわせて、防災関係機関に

その指示内容を伝達する。 

市は、発電所における事故等の状況や避難準備情報を、報道機関等を通じて住民に適切に周知する。 

 

２ 避難先の確保、周知 

 (1) 市は、地域コミュニティ維持や円滑な避難住民支援を行うことができるよう、あらかじめ選定し

た町会や集落単位での避難先について、県とともに住民に事前に周知する。 

    ※ 参考資料１：避難先に関する資料 

 (2) 市は、原子力災害時に避難指示の発令が見込まれる段階において避難準備を整える。 

 (3) 市は、避難を実施する段階で、避難先や道路の状況など避難に関連する情報について住民に対し

広報を行う。 

 (4) 市は、あらかじめ選定した避難先が被災等によって避難の受け入れが困難な場合、又は、災害の

状況や気象状況によって基本的避難先への避難によりがたい場合には、県に対して他の自治体等と

避難住民の受け入れの調整を行うよう要請する。 

 (5) 住民は、絶えず市が発信する情報に注目し、自分たちの避難先がどこであるかを絶えず確認 

する。 

 

３ 避難手段及び避難ルート等 

 (1) 避難手段の確保 

    ア 避難にあたっては、災害の状況に応じ、自家用車をはじめ、自衛隊車両や国、県、市の保有す

る車両、民間車両、海上交通手段などあらゆる手段を活用する。 

  イ 自家用車で避難する住民は、渋滞緩和や円滑な避難のため、可能な限り乗りあわせに努める。 

  ウ 自家用車で避難する住民は、要援護者や自家用車を保有していない者を可能な限り同乗させる

など、避難に協力するよう努める。 

  エ 市は、自家用車による避難が困難な住民をバス等で避難させるため、必要に応じて一時集合場

所を設けるとともに、避難者の誘導・保護にあたる職員等を派遣するなどの対応を行う。 

  (2) 基本的な避難ルート 

  ア 市は、避難を行う際に使用することが想定される基本的な避難ルートについて事前に住民に対

して周知を図る。 

    ※ 参考資料２：避難ルートに関する資料 
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  イ 避難を円滑に実施するため、市は、県警察本部等と連携し、必要に応じて広域避難実施時にお

ける市管理道路の交通規制・交通誘導体制を整えるとともに、災害の状況等を踏まえて、避難経

路の要所で交通規制及び交通誘導を強化する。 

    ウ 自家用車以外の避難手段を確保した場合、市は、国や県、関係する機関等とともに、より

多くの住民避難に活用できるよう運行ルート等について検討し、運行者等へ提示する。 

  エ 市は、避難ルートのうち、市が管轄する道路について、パトロールを実施し、最新の道路

状況について合同対策協議会などへ情報伝達を行う。 

   

４ 避難退域時検査の実施 

 (1) 市は、国、県が避難住民に対して汚染拡大防止等のため避難退域時検査や簡易除染の実施に協力

する。 

  (2）原子力災害時に避難指示の発令が見込まれる段階において、市は県と連携して、想定される避難

者数、避難先等の状況等を踏まえ、避難退域時検査及び簡易除染を行う範囲、場所、機器、人員体

制に関して国と協議を行い、あわせて、国に対し避難退域時検査及び簡易除染の要員や機材の派遣

を要請するなどの調整を行う。 

    ※ 参考資料３：避難退域時検査に関する資料 

 

５ 学校等における対応 

 (1) 市は、学校等が避難区域となる場合において、対象となる学校等の施設管理者に対して、避難指

示の連絡を行うとともに、児童・生徒の避難等に関する対応の指示を行う。 

 (2) 市は、学校から児童・生徒の避難状況について逐次情報を得るとともに、事故の状況や、輸

送手段確保の状況を踏まえ、速やかな避難対応に努める。 

  (3) 市は、学校の避難状況について、合同対策協議会のほか、避難住民等に最新の情報を提供す

るよう努める。 

 (4) 学校等の施設管理者は、保護者との間で、原子力災害発生時における児童・生徒の保護者への引

き渡しに関するルールを定めるとともに、災害時に適切に対応できるよう、学校安全指針に基づき

避難計画（避難マニュアル）を策定する。 

 

６ 避難住民等への指示事項 

  市長は、避難を実施するときは、住民等に対して、次の事項を正確かつ簡潔に伝え、指示の徹底を

図る。 

 (1) 市長又は区長等の指示を確認してから行動すること。 

 (2) マスク及び外衣を着用すること。 

 (3) 携行品は必要最小限にとどめること。 

 (4) 火気等の消火、電灯の消灯を確認し、窓等を閉めて施錠すること。 

 (5) 隣人にも避難の指示を確認すること。 
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７ 避難所責任者について 

  市は、避難所に避難所責任者をおく。 

 (1) 避難所責任者の業務 

  ア 避難所責任者は、市災害対策本部との情報伝達手段の確保及び被災地住民等登録票の授受及び

記載事務並びに緊急時医療措置等が円滑に実施されるよう施設内の配置を整備する。 

    なお、避難開始当初は、市は避難住民の送り出しに全力をあげなければならず、十分な人員確

保が困難であるため、避難所責任者は、避難所の開設・管理、避難住民の誘導、被災地住民等登

録票の配付などの避難住民の受入業務について、避難所となる施設管理者に協力を求める。 

  イ 避難所責任者は、避難住民等に対し被災地住民等登録票を配付し、災害発生直後の行動等必要

事項を記入するよう指示する。 

    この場合において、当該登録票は、医療措置及び損害賠償等に資する資料であることを説明し、

紛失又は破損のないよう指示する。 

  ウ 避難所責任者は、被災地住民等登録票の配付を完了した場合は、次の事項を処理する。 

    ・避難を完了した地区名、世帯数及び人数等について、逐次市災害対策本部へ連絡するととも

に、その内容を記録しておく。 

    ・常に市災害対策本部と緊密な連携を保ち、災害状況の把握に努める。 

    ・避難住民等に対して、的確な情報を提供するとともに適切な指示を行い、常に避難住民等の

不安の除去及び要求の把握に努める。 

    ・市災害対策本部が供給する生活必需物資は、平等かつ能率的に給付する。 

    ・避難所及び避難住民等の衛生の確保に努める。 

 (2) 避難所における情報の提供 

   市長は、避難所において、避難住民等に次の情報を提供するよう努める。 

  ア 災害の状況と今後の予測 

  イ 発電所における対策状況 

  ウ 国、県、市及び防災関係機関の対策状況 

  エ その他必要な事項 

 

８ 避難所における避難住民等の留意事項 

  避難住民等は、避難所において次の事項に留意する。 

 (1) 避難所において相互に扶助するとともに、避難所責任者の指示に従い、冷静に行動する。 

 (2) 県・市が必要に応じて実施する緊急時医療措置及び健康調査が迅速に処理できるよう協力する。 

 (3) 被災地住民等登録票の記載に当たっては、避難所責任者の指示及び説明に従い、正確に記載する。 
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 第８章 避難行動要支援者の避難体制 

 

１ 避難先の確保、周知 

 (1) 在宅の避難行動要支援者  

  ア 市は、避難行動要支援者リスト等により、福祉避難所への避難が必要な住民の把握に努めると

ともに、 災害時の避難等について必要な支援を行う。 

  イ 市は、避難行動要支援者の避難に備え、あらかじめ指定してある社会福祉施設等の福祉避難所

へ避難の受け入れを要請し、避難準備を整える。 

  ウ 市は、一般の避難所生活での生活が困難な者を、できるだけ早期に福祉避難所等へ避難させる。 

 

 (2) 社会福祉施設等入所者、病院等入院患者 

  ア 社会福祉施設等の管理者は、災害時における避難計画を策定し、災害時には入所者などの避難

にあたる。 

  イ 原子力災害時に避難指示等の発令が見込まれる段階で、市は県と連携して、社会福祉施設等や

病院に対して、避難に関する準備を整えるよう連絡する。 

  ウ 市は国、県と連携して、施設管理者と協力して入所者等の受入先の確保に努める。 

  エ 社会福祉施設等については、搬送に伴うリスクを勘案すると、早急に避難をすることが適当で

はなく、移送先の受入準備が整うまで、一時的に施設等に屋内退避を続けることが有効な放射線

防護措置であることに留意する。 

 

２ 避難手段及び避難ルート等 

  (1)  バス、福祉車両等の避難手段のうち、各施設、病院等が自ら確保できる避難手段のほかにつ

いては、市が、国、県とともに、関係機関の協力を得て、各施設、病院等必要な箇所へ手配す

る。 
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第９章 避難者の受入について 

 

１ 避難所の開設、運営等 

 (1) 開設、運営等 

  ア 避難所の開設は、施設管理者と協力して行う。 

  イ 市は、避難物資に関し、避難者へ適切に配布できるよう、避難所ごとにニーズの把握に努める

とともに、必要な物資について、県や国等と連携し確保に努める。 

  ウ 市は、できるだけ早期に避難所へ職員を派遣するとともに、他地域等からの応援要員を積極的

に受け入れる。 

  エ できるだけ早期（避難開始後１週間を目途）に、市職員、避難住民による自主防災組織、ボラ

ンティア等による自主運営体制へ移行する。 

  オ 避難所の施設管理は、避難所の運営体制にかかわらず市で行う。 

    カ 市は、県等と連携し、避難住民の健康調査を実施するなど、避難者の体調管理に努める。 

 

 (2) 避難物資の確保 

 避難所への食糧や毛布等避難物資については、市は県と連携し、国や関係事業者等に要請し、迅

速に確保する。 

 

 (3) 福祉避難所の開設、運営 

   福祉避難所の開設は、避難の受入要請を踏まえて市が施設管理者の協力を得て行う。 

 

 (4) 新たな感染症への対策 

  令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制

など感染症対策の観点を考慮した収容人数により、追加で必要となる避難所の検討を行う。また、

必要な場合には、ホテルや旅館等の活用を含めて検討するよう努める。 

  なお、避難者が混乱しないよう通常時の避難先に避難することを基本とし、避難先の収容人数を

超えたときは、避難先で別の避難所を案内するなど円滑に避難できる体制を検討する。 
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「参考資料１：避難先に関する資料」 

○原子力災害避難先一覧 

№ 施設名 住所 電話番号 収容可能人数 

1 輪島市立鳳至公民館 鳳至町石浦町83番地1 0768-22-7620 540  

2 輪島市立鳳至小学校 鳳至町堂金田1番地 0768-22-0620 422  

3 輪島市立河井小学校 河井町18部1番地2 0768-22-0836 589  

4 石川県立輪島高等学校 河井町18部42番地2 0768-22-2105 1,587  

5 輪島市立輪島中学校 河井町11部39番地1 0768-22-1244 2,094  

6 サンアリーナ 杉平町1字12番地 0768-23-0101 1,283  

7 剱地原子力災害防護施設 門前町剱地ソの13番地 0768-23-1157 156  

○原子力災害避難先割振り計画 

《 輪島市 → 輪島市 》 

地区名 町会・集落名 （よみがな） 人口 (人) 
避難のための 

集合場所 
避難先 

三井

地区 

内屋 ( うちや ) 46 
市ノ坂集会所 

輪島市立 

輪島中学校 市ノ坂 ( いちのさか ) 193 

仁
岸
地
区 

剱地１班 ( つるぎぢ ) 32 

輪島市立 

剱地公民館 

石川県立 

輪島高等学校 

剱地２班       24 

剱地３班       47 

剱地４班       42 

剱地５班       33 

剱地６班       71 

大泊 ( おおとまり ) 33 

腰細 ( こしぼそ ) 18 

赤神 ( あかかみ ) 61 

上馬場 ( かみばんば ) 39 

下馬場 ( しもばんば ) 39 

上代 ( うわだい ) 9 

黒岩 ( くろいわ ) 17 

入山 ( いりやま ) 20 

渡瀬 ( わたぜ ) 12 

飯川谷（北浦） ( いがわだに きたうら ) 11 

飯川谷 ( いがわだに ) 18 

切狭 ( きりばさみ ) 10 

清沢 ( せいざわ ) 1 

滝町 ( たきまち ) 10 

馬渡 ( まわたり ) 55 

久川 ( くかわ ) 43 

窕 ( うつろ ) 1 

木原月 ( きはらづき ) 2 
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地区名 町会・集落名 （よみがな） 人口(人) 
避難のための 

集合場所 
避難先 

阿
岸
地
区 

藤浜 ( ふじはま ) 14 

輪島市立 

阿岸公民館 

輪島市立 

鳳至公民館 

池田 ( いけだ ) 59 

池田新町 ( いけだしんまち ) 5 

南 ( みなみ ) 29 

是清 ( これきよ ) 55 

北川 ( きたがわ ) 58 

千代 ( せんだい ) 62 

中田 ( なかた ) 15 

鍛冶屋 ( かじや ) 9 

椎木 ( しいのき ) 20 

小山 ( こやま ) 21 

大切 ( おおぎれ ) 15 

白禿 ( しらはげ ) 5 

江崎 ( えさき ) 10 

二又 ( ふたまた ) 11 

山是清 ( やまこれきよ ) 29 

黒
島
地
区 

此花町１ ( このはなちょう ) 44 

黒島天領 

北前船資料館 

輪島市立 

鳳至小学校 

此花町２       31 

高見町 ( たかみちょう ) 37 

本町 ( ほんちょう ) 45 

港町 ( みなとちょう ) 45 

中町 ( なかちょう ) 24 

浜町 ( はまちょう ) 39 

松原町 ( まつばらちょう ) 26 

諸
岡
地
区 

元町 ( もとまち ) 44 

輪島市立 

諸岡公民館 
サンアリーナ 

東町 ( ひがしまち ) 43 

中町 ( なかまち ) 42 

西町 ( にしまち ) 88 

栄町 ( さかえまち ) 80 

大蔵町 ( おおくらちょう ) 30 

宮町 ( みやまち ) 38 

銕川町１ ( かながわちょう ) 5 

銕川町２       37 

北町 ( きたまち ) 49 

道下住宅 ( とうげじゅうたく ) 2 

松風台団地 ( しょうふうだいだんち ) 53 

鹿磯 ( かいそ ) 173 

深見 ( ふかみ ) 60 

六郎木 ( ろくろぎ ) 10 

勝田 ( かった ) 20 

大生 ( おはえ ) 18 
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地区名 町会・集落名 （よみがな） 人口(人) 
避難のための 

集合場所 
避難先 

門
前
地
区 

門前 ( もんぜん ) 120 

輪島市立 

門前公民館 

輪島市立 

輪島中学校 

清水 ( しみず ) 57 

走出 ( はしりで ) 181 

谷内和田 ( やちわだ ) 57 

下中和田 ( しもなかわだ ) 65 

さくら団地 ( さくらだんち ) 56 

高根尾 ( たかねお ) 62 

本市 ( もといち ) 156 

本市住宅 ( もといちじゅうたく ) 2 

栃木 ( とちのき ) 121 

深田 ( ふかだ ) 85 

広瀬 ( ひろせ ) 108 

日野尾 ( ひのお ) 71 

鬼屋 ( おにや ) 53 

舘 ( たち ) 79 

広岡 ( ひろおか ) 55 

広岡住宅 ( ひろおかじゅうたく ) 57 

西中尾 ( にしなかお ) 10 

小滝 ( こだき ) 9 

上河内 ( かみがわち ) 9 

猿橋 ( さるはし ) 22 

小石 ( おいし ) 8 

本
郷
地
区 

貝吹 ( かいふき ) 18 

輪島市立 

本郷公民館 

石川県立 

輪島高等学校 

原 ( はら ) 31 

長井坂 ( ながいざか ) 5 

荒屋 ( あらや ) 23 

定広 ( さだひろ ) 40 

地原 ( ちはら ) 34 

東大町 ( ひがしおおまち ) 12 

別所 ( べっしょ ) 14 

百成 ( どうみき ) 16 

堀腰 ( ほりこし ) 9 

平 ( たいら ) 11 

寺平 ( てらだいら ) 33 

上出 ( かみで ) 24 

滝平 ( たきだいら ) 20 

下出第１ ( しもで ) 14 

下出第２       17 

袋 ( ふくろ ) 14 

石坂 ( いっさか ) 18 

伏坂 ( ふっさか ) 21 

内保平 ( うちぼだいら ) 20 

坪の内 ( つぼのうち ) 3 
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地区名 町会・集落名 （よみがな） 人口(人) 
避難のための 

集合場所 
避難先 

本
郷
地
区 

内保中央 ( うちぼちゅうおう ) 22 

輪島市立 

本郷公民館 

石川県立 

輪島高等学校 

天神平 ( てんじんだいら ) 21 

貝喰 ( かいばみ ) 5 

鑓川 ( やりかわ ) 7 

能納屋 ( のうのや ) 16 

谷口 ( たにぐち ) 24 

俊兼 ( としかね ) 34 

四位 ( しい ) 25 

滝上 ( たきのうえ ) 7 

本内 ( もとうち ) 33 

浦
上
地
区 

宮田 ( みやた ) 29 

輪島市立 

浦上公民館 

輪島市立 

河井小学校 

大久保 ( おおくぼ ) 4 

知気女 ( ちけめ ) 19 

盤若地 ( はんにゃじ ) 26 

清太郎 ( せたろう ) 11 

蛇喰 ( じゃばみ ) 16 

正仏 ( しょうぶつ ) 29 

亀部田 ( きべだ ) 39 

大町 ( おおまち ) 20 

中尾 ( なかお ) 10 

番頭屋 ( ばんどや ) 20 

吉ヶ谷内 ( よしがやち ) 17 

尺ヶ池 ( しゃくがいけ ) 8 

宮古場 ( みやこば ) 13 

水の上 ( みずのうえ ) 2 

田村 ( たむら ) 88 

山辺 ( やまべ ) 10 

浅生田 ( あそだ ) 8 

安代原 ( あんだいはら ) 21 

中野屋 ( なかのや ) 13 

合計   140 町会(集落)   4,824 ８施設 ６施設 
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「参考資料２ 避難ルートに関する資料」 

原子力災害時避難ルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○基幹避難ルート 地震等による被害も考慮し、基幹道路を中心に基本的なものを示した。 

○代替避難ルート 基幹避難ルートに被害があった場合の代替ルートを示した。 

 

「参考資料３ 避難退域時検査に関する資料」 

 

路 線 名 車両検査場所 住民検査場所 

① 国道２４９号 
Ａ 比丘尼沢ポケットパーク 

（輪島市縄又町） 

Ａ’輪島市立大屋小学校 体育館 

（輪島市小伊勢町） 

② 主要地方道 

 七尾輪島線 

Ｂ 三井地区運動広場 

（輪島市三井町長沢） 

Ｂ’輪島市立三井小学校 体育館 

（輪島市三井町興徳寺） 

 


